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当金庫は、令和 8 年 5 月 18 日（月）から、お客さまによる投資信託ご購入時のお申込代
金の支払い方法について、従来「普通預金払戻請求書」を記載のうえ「普通預金通帳」とお
預かりしていたものを、指定預金口座から口座引落する方法に変更
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させていただきます。 

これにより、投資信託のご購入をスムーズに行うことができるようになります。 

〇投信買付申込書イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この変更により変更日以降、ご購入の際、お客さまから「普通預金通帳」および「普通預
金払戻請求書」をお預
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することはありません
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。また、申込書記載のとおり、「現金でのお
申込みはできません」ので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

お客さまのから申込書をお預かりする場合は、「お客様控」と「受取書兼預り証」をお渡し
していますので、必ずお受け取りください。 

（窓口の場合、「受取書兼預り証」を省略することがありますが、「お客様控」は必ずお受け取りください。） 

なお、ご購入後は、「累積投資買付報告書」を郵送しますので、必ず内容をご確認ください。 

西中国信用金庫アプリでは、「預金口座残高」、「投資信託残高」が確認できます。 
是非、便利なアプリご利用ください。（個人のお客さまに限ります） 

 

 

 

 

投資信託 お申込代金の支払方法変更について 

こちらにチェックを入れてください 

【お問い合わせ先】 
西中国信用金庫 お客さま相談センター  

フリーダイヤル 0120－26－3521 
受付時間 9：00～17：00(土・日・祝日除く）   


